
［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ５,１７０,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

３７,６７５,０００円（税込み）

・道路詳細修正設計
　関係機関と調整した結果、機能補償道路の一部構造変更が必
要となったため、道路詳細修正設計を追加する。
・工事用道路設計
　関係機関と調整した結果、工事施工に伴い資材運搬に必要な
工事用道路が必要となったため、工事用道路設計を追加する。
・横断水路迂回検討
　関係機関と調整した結果、横断水路の位置を変更する必要が
生じたため、横断水路迂回検討を追加する。

土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

・道路詳細修正設計　　１式
・工事用道路設計　　　１式
・横断水路迂回検討　　１式

令和６年７月１９日

令和７年９月３０日

３２,５０５,０００円（税込み）

自）埼玉県本庄市本町　至）埼玉県本庄市小島

（第１回）契約変更の内容

令和７年３月１９日

日本工営（株）北関東事務所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35

Ｒ６国道１７号本庄道路詳細設計業務



［標準様式例7-2］

変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額 ＋ ４,２６８,０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

４１,９４３,０００円（税込み）

１．道路設計
 １）関係機関と協議した結果、市道 105 線（２期４工区）の設計
がないため、市道 105 号線予備設計を追加する。
 ２）関係機関と協議した結果、２期４工区の設計条件が変更した
ため、道路詳細設計を減工する。
 ３）関係機関と協議した結果、詳細修正設計（１期１工区）が不
要となったため道路詳細修正設計を減工とする。
 ４）関係機関と協議した結果、宅地前の機能補償道路（１期４工
区）について、設計の見直しが必要になったため No.580 付近機能補償道路
設計を追加する。
２．平面交差点設計
 １）関係機関と協議した結果、平面交差点詳細修正設計（１期１
工区）が不要となったため平面交差点詳細修正設計を削除する。
３． 一般構造物設計
 １）関係機関と協議した結果、４号函渠（１期３工区）の位置が
変更になったため、４号函渠工修正設計を追加する。
 ２）関係機関と協議した結果、本線ランプの排水（１期１工区）
が農業用排水路に直接放流している設計について、確認する必要があるため
ランプ部流域排水検討を追加する。
 ３）関係機関と協議した結果、整った各構造等の設計基準を本庄
道路の設計統一基準としてとりまとめるため、設計統一条件の作成を追加す
る。

土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

（ 変 更 し た 内 容 に
つ い て 記 述 す る ）

道路詳細設計
道路予備設計
道路詳細修正設計
函渠工修正設計
排水検討
設計統一条件の作成

令和６年７月１９日

令和８年１月３０日

３７,６７５,０００円（税込み）

自）埼玉県本庄市本町
至）埼玉県本庄市小島

（第２回）契約変更の内容

令和７年９月１２日

日本工営株式会社　北関東事務所

埼玉県さいたま市大宮区宮町２－３５

R６国道１７号本庄道路詳細設計業務


